
＜町名決定までの工程表（第３２回大都市制度（特別区設置）協議会【参考資料】より）＞

※設置準備業務の詳細の工程は、住民投票後に、府市の関係部局や関係団体等とも協議・調整のうえ検討されるものであり、
設置準備業務の検討状況等により、本資料で示している内容が今後変更されることがある。


